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① 自転車
じ て ん し ゃ

には、「自転車安全利用四則
じ て ん し ゃ あ ん ぜ ん り よ う よ ん そ く

」という交通
こうつう

ルールがある。 

  正
ただ

しければ 〇 を、間
ま

ちがっていれば × を書
か

きましょう。 
 

★解説
か い せ つ

★ 

  正
た だ

しくは、「自
じ

転
て ん

車
し ゃ

安
あ ん

全
ぜ ん

利
り

用
よ う

五
ご

則
そ く

」で以下
い か

のとおりです。 

自転車
じ て ん し ゃ

も車
くるま

のなかまですので、交通
こ う つ う

ルールをしっかりと守
ま も

りましょう。 

 
１ 車道

し ゃ ど う

が原則
げ ん そ く

、左側
ひだりがわ

を通行
つ う こ う

 

     歩道
ほ ど う

は例外
れ い が い

、歩
ほ

行者
こ う し ゃ

を優先
ゆ う せ ん

 

   ２ 交差点
こ う さ て ん

では信号
し ん ご う

と一時
い ち じ

停止
て い し

を守
ま も

って、安全
あ ん ぜ ん

確認
か く に ん

 

   ３ 夜間
や か ん

はライトを点灯
て ん と う

 

   ４ 飲酒
い ん し ゅ

運転
う ん て ん

は禁止
き ん し

 

   ５ ヘルメットを着用
ちゃくよう

 

 
 

② 「交差点
こ う さ て ん

では〇〇と一時
い ち じ

〇〇を守
まも

って、安全
あんぜん

確
かく

にん」 

  〇 に当
あ

てはまる言葉
こ と ば

をそれぞれ漢字
か ん じ

で書
か

きましょう。 
 

★解説
か い せ つ

★ 

  〇 に入
は い

るのは「信号
し ん ご う

と停止
て い し

」です。 

  交差点
こ う さ て ん

は、交通事故
こ う つ う じ こ

が起
お

こりやすいき険
け ん

な場所
ば し ょ

 

ですので、信
し ん

号
ご う

や一時
い ち じ

停止
て い し

は必
かなら

ず守
ま も

って、左右
さ ゆ う

の 

安全
あ ん ぜ ん

を確
た し

かめてから通行
つ う こ う

しましょう。 

 
 

③ 夜
よる

に自転車
じ て ん し ゃ

に乗
の

るときは、〇〇〇を点
つ

ける。 

  〇 に当
あ

てはまる言葉
こ と ば

をカタカナで書
か

きましょう。 
 

★解説
か い せ つ

★ 

〇 に入
は い

るのは 「ライト」です。 

  自転車
じ て ん し ゃ

のライトは道路
ど う ろ

を照
て

らすためだけでなく、 

 他
ほ か

の車
くるま

やバイクに自分
じ ぶ ん

がいることを気付
き づ

いてもらう 

 役目
や く め

もあるので、夕方
ゆ う が た

・夜間
や か ん

は必
かなら

ずライトを 

点
つ

けましょう。 

 



令和４年 12月号 
＜交通安全テスト＞ 

解答・解説（５・６年生用） 
 
① 自転車には、「自転車安全利用四則」という交通ルールがある。 

  正しければ 〇 を、間違っていれば × を書きましょう。【×】 
【問題のポイント】 

★ 自転車の安全利用を促進するため、自転車の交通ルールを定めた「自転車安全 
利用五則」があります。 
※ このルールは、令和４年４月２７日に全ての自転車利用者に対する乗車用ヘ 

ルメット着用努力義務化等を内容とする改正道路交通法が公布されたことを機 
に、同年１１月１日に改正されています。 

【関係法令等】 

● 改正後の自転車安全利用五則の内容        ● 改正前 
 

１ 車道が原則、左側を通行             １ 自転車は、車道が原則、 

   歩道は例外、歩行者を優先             歩道は例外 
 

  ２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認   ２ 車道は左側を通行 
 

  ３ 夜間はライトを点灯               ３ 歩道は歩行者優先で、 

                             車道寄りを通行 
 

  ４ 飲酒運転は禁止                 ４ 安全ルールを守る 

                            〇 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 

                            〇 夜間はライトを点灯 

                            〇 交差点での信号遵守と 

一時停止・安全確認 
 

５ ヘルメットを着用                ５ 子どもはヘルメットを着用 

 

＜指導のポイント＞ 
自転車を利用するにあたって、被害者・加害者にならないためには、「自転車安全利

用五則」の徹底が基本です。 
自転車安全利用五則以外にも、自転車にはいろいろなルールがありますので、しっ

かり守って安全運転に努めましょう。 
 
② 「交差点では〇〇と一時〇〇を守って、安全確認」 

  〇 に当てはまる言葉をそれぞれ漢字で書きましょう。 
【問題のポイント】 

★ 〇 に入るのは「信号」と「停止」です。 
問題①の「自転車安全利用五則」の「２」にあるように、交差点を通行する際 

は、信号と一時停止規制をしっかり守りましょう。 
【関係法令等】 

● 道路交通法 第７条（信号機の信号等に従う義務） 
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手 

信号等（前条第一項後段の場合においては、当該手信号等）に従わなければなら 



ない。 
● 道路交通法施行令 第２条（信号の意味等（抜粋）） 

第１項 
〇 赤色の灯火 

車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 
〇 人の形の記号を有する赤色の灯火 
  横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならない 

こと。 
〇 黄色の灯火 
  車両及び路面電車（以下「車両等」という。）は、停止位置をこえて進行し 

てはならないこと。 
  ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接して 

いるため安全に停止することができない場合を除く。 
〇 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 

  横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならない 
こと。 

〇 青色の灯火 

  多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、直進（右折しようとして 
右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火 
の矢印の項を除き、以下この条において同じ。）をし、又は左折することがで 
きること。 

  〇 人の形の記号を有する青色の灯火 
    普通自転車は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。 
  第４項 
   公安委員会が、人の形の記号を有する青色の灯火、人の形の記号を有する青色 

の灯火の点滅、又は人の形の記号を有する赤色の灯火の信号を表示する信号機に 
ついて、当該信号機の信号が歩行者及び自転車に対して意味を表示するものであ 

る旨を内閣府令で定めるところにより表示した場合における当該信号の意味は、 
  次のとおりとする。 
  〇 人の形の記号を有する青色の灯火 
    自転車は、直進をし、又は左折することができること。 
  〇 人の形の記号を有する青色の灯火の点滅 
    自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時に 

おいて停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、 
停止位置を越えて進行してはならないこと。 

  〇 人の形の記号を有する赤色の灯火 
   ２ 自転車は、道路の横断を始め、又は停止位置を越えて進行してはならない 
    こと。 
   ３ 交差点において既に左折している自転車は、そのまま進行することができ 
    ること。 

   ４ 交差点において既に右折している自転車は、その右折している地点におい 
て停止しなければならないこと。 

● 道路交通法 第４３条（指定場所における一時停止） 
   車両等は、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、道 

路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による 
停止線の直前（道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交 
差点の直前）で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、 



第３６条第２項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行 
妨害をしてはならない。 

 
＜指導のポイント＞ 
 交差点は、事故が起こりやすい危険な場所です。 
 信号や一時停止規制を必ず守って、左右の安全を確認してから通行するようにしま
しょう。 
 
③ 夜に自転車に乗るときは、〇〇〇を点ける。 

  〇 に当てはまる言葉をカタカナで書きましょう。 
【問題のポイント】 

★ 〇 に入るのは「ライト」です。 
  夜間、自転車を運転するときは、ライトを点けて運転しなければなりません。 

【関係法令等】 

● 道路交通法 第５２条第１項（車両等の灯火（抜粋））  
車両等は、夜間（日没時から日出時までの時間をいう。）、道路にあるときは、 

政令（道路交通法施行令 第１８条 道路にある場合の灯火）で定めるところによ 

り、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令（道路交 
通法施行令 第１９条 夜間以外の時間で灯火をつけなければならない場合）で定 
める場合（トンネルの中など）においては、夜間以外の時間にあっても、同様と 
する。 

 ● 大阪府道路交通規則 第１０条（軽車両が道路を通行する場合の灯火） 
   道路交通法施行令第１８条第１項第５号の規定により軽車両（牛馬を除く。） 

がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。 
   １ 白色又は淡黄色で、夜間前方１０メートルの距離にある交通上の障害物を 

確認することができる光度を有する前照灯 
２ 橙色又は赤色で、夜間後方１００メートルの位置から点灯を確認すること 

ができる光度の尾灯。ただし、夜間、道路運送車両の保安基準第３２条第１ 
項の基準に適合する前照灯で後方百メートルの位置から照射した場合に、そ 
の反射光が照射位置から確認できる橙色又は赤色の反射器、反射性を有する 
テープ等は、尾灯とみなす。 

● 交通の方法に関する教則 第３章第１節２（自転車の点検） 
   自転車に乗る前には、次の要領で点検をし、悪い箇所があったら整備に出しま 

しょう。また、定期的に自転車安全整備店などへ行って点検や整備をしてもらい 
ましょう。なお、自転車は、努めてＴＳマーク、ＪＩＳマーク、ＢＡＡマーク、 
ＳＧマークなどの自転車の車体の安全性を示すマークの付いたものを使いましょ 
う。 

(８) 前照灯は、明るいか（１０メートル前方がよく見えるか。）。 
(10) 尾灯や反射器材（後部反射器材と側面反射器材）は付いているか。また、 

後方や側方からよく見えるか。 
● 交通の方法に関する教則 第３章第２節２(走行上の注意) 

  (13) 夜間はもちろん、昼間でもトンネルや濃霧の中などでは、ライトをつけな 
ければなりません。また、前から来る車のライトで目がくらんだときは、道 
路の左端に止まって対向車が通り過ぎるのを待ちましょう。 

 
＜指導のポイント＞ 

夜間の無灯火運転は禁止されています。 



また、自転車のライトは暗い夜道を照らすだけでなく、遠くにいる車の運転手や通 
行中の自転車・歩行者に自分の存在を早く知らせる事ができます。 

大阪府警察では車両の早期のライト点灯を呼びかけています。 




